
内閣府は、本計画に定められた措置を積極的に推進するとともに、毎年度末にその実施状況に関するフォ
ローアップを行う。その結果は、規制改革会議に報告するとともに、公表する。
また、内閣府は、規制改革に関する既往の閣議決定の実施状況についても、必要に応じ、上記フォローアップ

時に合わせてフォローアップを行い、公表する。

○「規制改革実施計画」
平成25年６月14日 閣議決定（抜粋）

番号 事項名 概要 時期

４ 労働者派遣制度の見
直し

労働者派遣制度については、下記の事項
を含め、平成25年秋以降、労働政策審議
会において議論を開始する。
①派遣期間の在り方（専門26業務に該当
するかどうかによって派遣期間が異なる現
行制度）
②派遣労働者のキャリアアップ措置
③派遣労働者の均衡待遇の在り方

平成25年検
討・結論、結論
を得次第措置


